（第１号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikaku@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年６月17日（水）17:00必着

質　問　書

令和　年　月　日　

第3次総合計画策定業務委託について、次の項目の質問をいたします。

（代表者）所在地		
会社・法人等名称	
代表者名		

（連絡先）担当者職氏名	
電話番号		
E-mailアドレス	

	No
	該当資料名
	頁
	質　問　事　項

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	




（第２号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikaku@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年７月17日（金）17:00必着

令和　年　月　日　

　南九州市長　様

所在地
会社名
代表者　　　　　　　　㊞

参加申込書

　プロポーザルについて、下記のとおり関係書類を添えて参加を申し込みます。

記

１　業務名
　　第3次総合計画策定業務委託
[bookmark: _Hlk163484337]
２　添付書類
　(1)　確認書（第３号様式）
　(2)　会社概要書（任意様式）




（連絡先）担当者職氏名	
電話番号		
E-mailアドレス	


（第３号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikau@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年７月17日（金）17:00必着

令和　年　月　日　

確　　認　　書

　南九州市長　様

所在地
会社名
代表者　　　　　　　　㊞

第3次総合計画策定業務委託に係る申込みに当たり、実施要領の記載内容を承諾し、下記の応募資格について、全て確認しました。

記

１　仕様書の内容に照らし、当該事業を的確に遂行する能力を有していること。
２　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当しないこと。
３　本プロポーザル参加承諾書の提出日時点で、確定している決算（12か月分以上）を有していること。
４　国税及び地方税に未納がないこと。
５　営業に関し必要な許可、認可等を受けていること。
６　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申し立て又
は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による更生手続開始の申し立てが
なされていない者であること。
７　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第
２号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う者でないこと。
　８　南九州市入札参加資格名簿登録者又は本プロポーザル参加表明書の提出までに入札
参加資格申請書を提出できる者であること。



（第４号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikaku@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年８月21日（金）17:00必着


企　画　提　案　書

令和　年　月　日　


　南九州市長　様

所在地
会社名
代表者　　　　　　　　㊞


第3次総合計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領に基づき、次のとおり企画提案書等を提出します。なお、提出書類の全ての記載事項に相違ないことを誓約します。


添付書類
(1)　企画提案書（任意様式）
(2)　関連業務の実績一覧（任意様式）
(3)　業務遂行人員体制（第５号様式）
(4)　見積書（第６号様式）


（連絡先）担当者職氏名	
電話番号		
E-mailアドレス	



（第５号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikaku@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年８月21日（金）17:00必着

所在地
会社名
代表者　　　　　　　　㊞

業務遂行人員体制
	業務関係区分
	所属・役職
	氏名
	担当する業務内容
【主な実績】

	
	


	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


	
	

	
	
	
	

	
	


	
	





（第６号様式）

南九州市企画課企画係　宛て
電子メール：kikaku@city.minamikyushu.lg.jp
※提出期限：令和８年８月21日（金）17:00必着


見　積　書

令和　年　月　日　

　南九州市長　塗木　弘幸　様


所在地
会社名
代表者　　　　　　　　㊞


第3次総合計画策定業務委託の企画提案について、次のとおり見積します。

１　企画提案見積価格（消費税及び地方消費税相当額を含む）

	　　　　　
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	￥
	
	
	
	
	
	
	
	




見積内訳は、「別紙（任意様式）」のとおり
～諸経費、消費税及び地方消費税を区別して記載

